
児童生徒が進学・転校した際のシステム上の処理（申し送り）について 

 

 

■申し送りとは 

災害共済給付では、児童生徒が学校で負傷し医療機関で療養を受けている場合は、原則として在籍校から設置

者を経由して請求手続きを行うことになっています。療養を継続している児童生徒が進学・転校した場合は、転

入先の学校からその後の医療費請求の手続きを行わなくてはならないため、当該生徒の災害及び療養に関する記

録の引継ぎを学校間で行っていただく必要があります。 

災害共済給付オンライン請求システム（以下、「システム」といいます。）では、システム上の学校間の引継ぎ

の処理を「申し送り」と呼んでいます。この「申し送り」の処理は、進学・転校先でも継続して療養を受ける必

要のある生徒ごと（１人ずつ）に行っていただかなくてはならないため、特に進学時期には作業量も多くなるか

と思いますが、よろしくご協力をお願いいたします。ここでは、申し送りに関するシステムでの処理方法と注意

事項について、ご説明します。 

 

 

■「申し送り」をすることで、できること（できないこと） 

①報告書の検索 

システムでは、各学校・設置者ごとに指定したユーザＩＤとパスワードでログインすることにより、各学

校で作成した災害データが、他のユーザからは見られることのないようにしてあります。例えば、Ａ学校で

作成した報告書データは、Ｂ学校では当然見ることはできません。しかし、進学・転校した児童生徒の災害

データについては、転出元の学校から転入先の学校に「申し送り」をすることで、以前に作成した災害デー

タが引き継がれ、転入先の学校でも検索することができるようになります。 

ただし、「申し送り」後は、転出元の学校では、当該生徒の報告書データを検索することはできなくなりま

す。また、災害報告書（PDF）は、作成後 30 日を経過すると表示することができなくなりますので、転出元

の学校で報告書作成後 30 日を経過している場合は、「申し送り」をしても転入先で報告書（PDF）を表示する

ことはできません。書類による学校間の引継ぎについては、これまで同様に行っていただくようお願いいた

します。 

 

②継続報告書を作成する場合 

継続報告書を作成する際には、システム上で以前作成した報告書データを検索し関連付けを行うことで、

児童生徒のデータや災害データ（氏名、生年月日、災害発生日等）を入力せずに継続報告書を作成すること

ができるようになっています。転入先の学校で「申し送り」を受けていれば、転出元の学校で作成した報告

書データを検索し、簡単に継続報告書を作成することができます。 

転出元：進学・転校前の学校 

転入先：進学・転校先の学校 

申し送り 

転出元（Ａ） 転入先（Ｂ）

・ 申し送り後は、報告書の検索をして

も当該生徒の報告書データは検索

できない。 

・ 報告書の検索、継続報告書作成の際の

関連付けができる。 

・ 作成後 30 日を経過した報告書（PDF）

の表示はできない。 

申し送り 承認



 

■申し送りの方法 

□申し送りする側（転出元）での処理 

①メニュー画面の「申し送りします。」を選択します。 

 

②被災児童生徒氏名を選択します。 

③被災児童生徒名を入力し、検索ボタンを押します。検索結果から該当する項目を選択し、選択を押します。 

 

 

 

「検索」をクリック。 

注意） 

申し送りは、１人ずつ、処理を行います。 

（複数の生徒を一度に申し送りすることはできません）

同じ生徒で対象が２つ以上ある場合は、それぞれ申し送

りを行ってください。 

生徒氏名はフルネーム（姓と名の間は全角スペース）で

検索してください。 

「検索」をクリック。 

「選択」をクリック。 



④転入先の学校を選択します 

 

⑤学校名を入力し、検索ボタンを押します。検索結果から該当する項目を選択し、選択を押します。 

⑥内容を確認し、よければ確認ボタン、保存ボタンを押してください。 

 

 

「検索」をクリック。 

「検索」をクリック。 

「選択」をクリック。 

「確認」をクリック。 

「保存」をクリック。 

学校名は一部の入力（あいまい検索）で検索する

ことができます。 



⑦申し送りが完了しました。 

 

⑧申し送り一覧で確認します。メニュー画面の「申し送りの一覧を表示します」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

申し送りした生徒が「依頼

中」となっています。 

転入先で承認されたものについて

は、「確認」ボタンを押すと、以後表

示されなくなります。 



□申し送りを受ける側（転入先）での処理 

①メニュー画面の「申し送りを受け付けます」を選択します。 

 

②「申し送り受付」の画面が表示されるので、「未承認」を選択します。 

③申し送り受付の承認画面が表示されるので、「承認」します。 

 

 

 

 

受け入れる生徒ではない場合は、「否認」を選択

し、否認の理由を入力して「保存」を押してくだ

さい。 



 

 

④受付が完了しました。 

 

 

 

 

■注意事項 

・申請中のデータが完了していること 

申し送りを行う場合は、当該生徒の申請データの処理が全て終わっている必要があります。申請したデー

タの処理が終わっているかどうかについては、「メニュー」の「報告書を検索します」で確認することができ

ます。確認方法は次のとおりです。 

①報告書の検索画面で、被災児童生徒氏名欄に当該生徒の名前を入力して検索します。 

②検索結果の一覧に表示されている報告書の処理状況欄が以下の表中の「完了」（決定済、決定済（不備有）、

不備有）になっているかどうかを確認してください。 

状態 報告書の処理状況欄 申し送りの可否 

処理中 

・一時保存 

・申請中 

・審査中 

申し送りできない 

完了 

・決定済 

・決定済（不備有） 

・不備有 

申し送りできる 

 

 



・転入先で否認された場合 

申し送りを行った結果、転入先の学校で否認された場合は、「メニュー」の「申し送りの一覧を表示します」

から、申し送り状況欄に表示された「確認」ボタンを押し、否認された理由を確認してください。申し送り

を行った際に、転入先の学校の指定が間違っていないかなども確認してください。それでも不明な点がある

場合は、お手数ですが、転入先の学校又は設置者に直接お問い合わせください。 

 

・転入先がシステムを使っていない場合（いつまでも「依頼中」となっている場合） 

「メニュー」の「申し送りの一覧を表示します」で申し送り状況を確認していても、いつまでも転入先の

学校が受付処理（承認又は否認）を行わず、申し送り状況欄が「依頼中」となったままの場合は、転入先の

学校がシステムを利用していないことが考えられますので、その場合はセンター支所までご相談ください。 

 

・転入先がセンターに加入していない場合 

転入先がセンターに未加入の場合は、当該生徒の請求は引き続き転出元の学校で行うこととなりますので、

システムでの申し送りは行わないでください。 

 

・１人で複数の災害を継続している場合 

１人で複数の災害を受け、療養が継続している場合は、災害ごとに申し送りをする必要があります。申し

送りの際に生徒名で検索し、検索結果に表示された件数を全て申し送りしてください。 

 

 

この申し送りの作業は、システムの利用の有無に係らず、療養が継続している児童生徒等が進学・転校する際

には、進学･転校先の学校への申送りが必ず必要になりますので、各学校･設置者の事務担当者の方々にはご協力

をよろしくお願いします。 


